
 

「見舞金給付会の手引」を 

ご活用ください。 
令和６年３月末に貴所属郡市ＰＴＡ連合会事務

局宛に、令和６年度版の「岐阜県ＰＴＡ見舞金給付

会の手引」をお届けしました。新年度の初めまでに

各単位ＰＴＡに配付していただけますので、ご活用

ください。 

ＰＴＡが主催・共催する活動中に、ケガをされた

方があったり損害賠償事案が発生したりした場合

に、「医療見舞金」や「修理費」等が支払われます。

給付対象となる事例や給付の手続き等が「手引」に

記載されています。 

もし活動中に事故が発生した時には、「手引」裏表

紙の「給付までの流れ」をご覧になって、手続きを

お願いします。（※実務は教頭先生にお願いします。） 

また、「どんな時に見舞金給付会が活用できるの

か」は、「手引」の表紙裏や１～２ページの「見舞金

給付会の利用にあたって」を見てください。 

各活動において事故がないように注意していた

だくとともに、活動後には「必ず事故の有無を確認

する」ようにお願いします。 

【災害・事故が起きたら、まず一報を！】 
 

■「賠償責任補償」について 
 岐阜県ＰＴＡ連合会が加入している「ＰＴＡ賠

償責任保険（管理者賠償責任保険）」は、ＰＴＡ管

理者が被保険者となっています。ＰＴＡ活動中の

災害といえども、ＰＴＡ会員個人や児童生徒の行

為に起因する賠償責任は含まれません。ＰＴＡ管

理者に法律上の賠償責任が生じた場合に支払われ

ます。 

【自動車の使用についてご注意ください。】 

ＰＴＡ活動中に使用する自動車が起 

こした対人・対物事故による損害賠償 

責任、運転手や同乗者のケガに対する

損害賠償責任、使用する自動車の破損等への損害賠

償責任は給付の対象外です。使用する場合は、ＰＴ

Ａ会員の方に理解をしていただき、車を提供してい

ただく必要があります。 
 

■見舞金給付制度の周知をお願いします。 
 県内全ての単位ＰＴＡ会長さん及び事務を担当

していただく教頭先生に、「見舞金給付制度」を知っ

ていただきたいと念願しています。 

 昨年度のアンケートでは次のような結果でした。 

 教頭 Ｐ長 

「見舞金給付会」の存在を知らない ９人 ４３人 

傷害に対し給付されることを知らない １２人 ５１人 

賠償に対し給付があることを知らない ５３人 １２０人 

  

４月５日に各単Ｐに見舞金給付制度周知のための

資料(役員用・会員用)を送信させていただきます。 

これらの資料をご活用いただき、年度初めの PTA

本部役員会や総会等において、見舞金給付制度につ

いて、是非話題にしてください。また、自校の PTA

ホームページに掲載していただければ幸いです。 

 

■昨年度の災害事例から 

【事例1】＊ＰＴＡ会員ではない(特定)協力者の災害 
学校、学校運営協議会とＰＴＡとの共催

事業で、「草刈りボランティア」を募り、活

動を行った。活動の最中に高齢者の女性

が熱中症の症状を訴えた。救急車で病院

に搬送したが、熱中症の症状が継続し、入院治療を行った。 

➡地域住民への参加依頼文書も出されている。地域の 

特定協力者が、草取りボランティア活動が直接的な原因  

となって生じた疾病(熱中症)であると判断されるので、見

舞金を給付した。 
※給付規程及び細則では、「すべての病気（疾病）は、給付対象とし

ない。ただし、ＰＴＡ活動が直接的な要因となって生じた疾病（食

中毒・熱中症等）であることが明確な場合は支給対象とする」とな

っている。 

 

【事例2】＊賠償責任保険関係の事例 
PTA主催「PTA環境整備」で、学校敷地内の草刈りを行っ 

ていたが、草刈機で跳ねた小石が駐車してあった車に当たり、

窓とドアが傷付いた。 

➡保険会社から修理代が支払われた。 

※これまで幸いにもキックバックによって草刈機が跳ね、近くにい

た人が腕等を切ったとか、跳ね石が目を直撃し失明したなどの重大

事故はおきていません。 

 しかし、草刈機使用時に石跳ねにより車を傷付ける、窓ガラスを

割るなどの事故がおきています。これらの事故が起きた場合は、保

険会社と相談することになります。 

 草刈機を使用する場合、作業車は保護メガネを着用する、近くに

車がある時は移動させる、建物の近くでは防護ネットを張る、また

草刈機を使用せず手刈りに切り替えるなどの対策を徹底する必要

があります。 

 

【事例3】＊賠償責任保険関係で対象外の事例 
運動会(PTA 共催事業)参観のため、車を学校敷地内の倉

庫前に駐車していたところ、倉庫の扉が何かの拍子で開いて、

車側面に当り傷がついた。 

➡倉庫は学校管理であり、当日の駐車場案内も学校が 

出している。駐車場所にPTA担当者も付いていなかった。  

PTA活動とは判断しがたい。従って対象外である。（保険  

会社から） 

 

■お知らせ 
◆充実した補償の『ＰＴＡ２４保険』への加入を是非ご検

討ください。(詳細については、取扱代理店（株）ワイズ

      058-240-2022へお問い合わせください。) 

◆右のＱＲコードから岐阜県ＰＴＡ連合会のＨＰを開

き、見舞金給付会の給付規程をはじめ、 

災害発生時の報告・申請に関わる書類等、 

詳細をご覧いただくことができます。 

(今までの「給付会便り」も見ることができます。) 

岐阜県ＰＴＡ     R6.4.1 

見舞金給付会便り NO.６2 
岐阜県ＰＴＡ見舞金給付会事務局 

岐阜市菅原町3丁目3番地 岐阜県校長会館内 

℡：058-262-3257  FAX：058-262-3259 

E-mail：info@gifu-pta.jp 


